
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2010年 11月 

Foresight is nothing 
Without insight 

相互協議手続き 
 

租税条約にある相互協議手続き（MAP）を通じて租税条約の実行から生じる論
争解決をもとめる納税者は、これから国税総局（DGT）によって定められたガ
イドラインに従うこととなりました。ガイドラインは 2010年 11 月 3日付け
の国税総局規則 PER-48/PJ/2010 (PER-48)にて定められています。よって、
この日より、インドネシア政府に対して行われる相互協議のいかなる要請も、

PER-48に明記されている手続きに従って行われることとなります。 
 

相互協議手続き 
  
輸出サービスの明確化 
 
VAT申告書の新しい書式 
 
戦略商品の輸出に対する VAT  
 
銀行業務に対する VAT  
 
サービスチーム 
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PER-48には、MAP申請を納税者が
要請できる条件または状況が提供さ

れています。 

• インドネシア納税者が、関係会社
取引の矛盾する移転価格結果によ

って生じた追徴課税が課せられた、

又は課せられる。 
 

• インドネシア納税者が、租税条約
締結国が租税条約の条項に従わず

その国の恒久的施設に税金を課さ

れた、又は課されると信じている。 
 

• インドネシア納税者が、租税条約
締結国が租税条約の条項に従わな

い収入税金を課された、又は課さ

れると信じるている。 
 

• 二重税務居住者であるとみなされ
れているインドネシア納税者が、

税務上の居住状況の確認を求める。 
 

 

相互協議は、以下の場合に応じて行

われます。 
 
• 税務論争の解決を求めるインドネ
シア納税者の要請； 
 

• 該当する租税条約の非差別条項の
申請を求めるインドネシア納税者

の要請； 
 

• 租税条約国の要請; または 
 

• 国税総局によって必要と考えられ、
始められた他の状況 

 
相互協議に持ち込まれた論争に対応

して、納税者が査定に対して異議申

し立てを提出、又は異議申し立て申

請に対する国税総局の決定に対して

上訴した場合、相互協議要請は無効

となります。その様な状況の場合、

国税総局は、異議申し立て要請が発

見された日から 15 日以内に、納税
者に通知します。 
 

国税通則法の 16(1)項または 36(1)項
のもとで、税務査定の減額またはキ

ャンセルの要請に対しては、相互協

議は無効化されません。国税総局の

税務査定に対する減額、またはキャ

ンセルに対する決定より、相互協議

の決定が早かった場合は、国税総局

の決定は、相互協議の決定に従いま

す。  
 
PER-48は相互協議要請と一緒に納
税者が提出しなければならない書類

の一覧を提供しています。 
 
相互協議を要請するインドネシアの

納税者の承諾によってのみ、相互協

議は結論付けられます。よって、イ

ンドネシアと租税条約国の該当官庁

の間で達した相互合意のドラフトは、

相互協議を要請した納税者に承諾の

確認のために、通知されなければな

りません。納税者は通知から 30 日
以内にドラフトの確認を提出しなけ

ればなりません。  
 

 
 

 

長い間待たれていた輸出サービスに

対する VATに関するガイドラインを
提供する、プライベートルーリング

がようやく発行されました。 
 
原則的に、０率の VATに適格となる
輸出サービスは、財務省令

70/PMK.03/2010 において定義され
ている３つのタイプのみとなります。

（これらは、一定の委託加工サービ

ス；インドネシア外で使用される動

産の修理および補修； そしてインド
ネシア外に位置する建物に付随する

建設関連サービスです。） 
 
プライベートルーリングは、もし納

税者が、この３つ以外のサービス

（例えばビジネスコンサルティング

サービス）を外国企業へ提供してい

る場合、10％の VATを課する必要
があると明記しています。受領者が

インドネシア企業ではなくても、サ

ービスがインドネシアで行われたな

らば、インドネシアでそのサービス

は引き渡されたと考えられます。 

そのようなサービスを提供した納税

者によって生じたインプット VAT は、
支払いアウトプット VATに対して税
務控除として、相殺することができ

ます。 

 
 
 

 

新しい VAT申告書の書式が国税総局
規則 PER-44/PJ/2010によって導入
されました.   SPT Masa PPN 1111
と呼ばれる VAT申告書は、2011 年
1 月より VAT 申告に納税者によって、
使用されます。 
 

以前の VAT申告書の書式と違い、新
しい書式では、納税者は必要な書式

のみを添付する必要があります。こ

れは、もし当月にアウトプット VAT
がないならば、申告書にアウトプッ

ト VATに対する添付書式を提出する
必要はないという意味です。 
 

VAT申告書は、税務署から直接取得
できます。 または、税務署のホー

ムページからコピーをダウンロード

する、または国税総局によって任命

されたサービス業者からコピーをも

らうということができます。

  

 VAT申告書の新しい書式 

 輸出サービスの明確化 
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戦略商品の輸出に対して、VATは課
されるべきかどうかという納税者の

質問に対して、内部回状が 2010 年
9 月 20 日に国税総局によって発行
されました。(SE-95/PJ/2010).   
 
回状によりますと、“戦略商品”の輸

出は０％の VATの対象となります。
これは、もし納税者が“戦略商品”

を輸出するならば、輸出販売に関係

するインプット VATを税務控除とし
て請求することができることを意味

します。もしこの結果 VATが過払い
状態になるのでしたら（もしインプ

ット VAT控除の残高が、アウトプッ
ト VATの残高より大きい場合）税金
還付として請求することができます。 
 
“戦略商品”という用語は、以前発

行された政令 （政令 2007 年 31

号によって改訂された政令 2001 年
12 号及び政令 2003 年 38号によっ
て改訂された政令 2000 年 146 号）
に定められています。“戦略商品”の

例は、特に飼料、飼料の製造のため

の原料、農産物及び種です。  
  
 

 

 

2010 年 11月末に VATの手引きを
提供するもう一つの回状が発行され

ました。この回状 (SE-
121/PJ/2010)は、銀行業に対する
VATの確認です。 
 
銀行に対する法(法律 1998年 10号
によって改訂された法律 1992年 7
号)によって規定された銀行業務を考
慮し、回状は、VAT目的で商業銀行
の業務を２つのサービスタイプにわ

けます： 
  

VATの対象ではない金融サービ
ス（例えば大衆からの資金回収、

クレジットの承認、資金配置、フ

ァクタリングなど） 
  

• VAT対象のサービス（例えば、
貸し金庫、保護預かりなど）  

 
回状の添付は、各サービスタイプの

例をもっと詳細に提供しています。 
 
サービスの２つの分類の他に、回状

は商業銀行はサービスの提供となら

ない業務をもっていることを認めて

います。 回状にある例は VATの対
象となる差し押さえ資産の販売です。  
 
VAT対象のサービスを行う商業銀行
は、VAT登録番号を申請し、VAT要
件に従う必要があります。 
 
回状に明記された業務を行っている 
農業（Perkreditan Rakyat）  銀行及
びシャリア銀行にも、同じ原則が適

用されます。 
 
 

銀行業務に対する VAT  

 “戦略商品”の輸出に対する VAT  
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